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●市街地再開発事業は、都市における土地の合理的かつ健全な
　高度利用と都市機能の更新とを図ります。

●地権者等でつくる組合や地方公共団体等が市街地再開発事業
　を実施します。

市街地再開発事業の要件について
説明がありました。

②市街地再開発事業を行うためには・・

健全かつ合理的な高度利用とは何か、権利変換や
保留床の意味について、概要の説明がありました。

①市街地再開発事業って？
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市街地再開発事業の立ち上げの活動に対する
支援について説明がありました。

市街地再開発事業に対する支援制度
（交付金や融資制度、税の優遇）の
概要について、説明がありました。

③市街地再開発事業に対する支援

用語の説明
…道路、公園等の適正な整備のもとに中高層建築物など容積率（敷地面積に
　対する建物の延べ床面積の割合）の高い建築物を建築することにより、土
　地をより高度に利用すること。

高度利用

防災性の向上　…市街地再開発事業等により、耐火建築物を整備し、火災や延焼への強さを
　高めること。
　消防用の空地の確保や道路の整備により、火災などの災害が発生した際の
　対処を容易にすること。

土地の高度利用や防災性の向上など、市
街地再開発事業の効果について説明があ
りました。

④市街地再開発事業のメリットは？
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保留床 …新しい再開発ビルの床のうち、各権利者が取得する分以外の床。保留床の売却
　費を事業費に充てられる。

権利変換…現在の各権利者の資産（土地や建物等）を新しい再開発ビルの床に等価で置き
　換えること。
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